
【郵便追跡サービスサイトの配達状況詳細画面のイメージ】

※

※

※

出願書類の送付先が「神田郵便局留」のため，「窓口でお渡し」の表示がされていない場合であって
も，神田郵便局での「保管」の状態発生日（赤枠内のいずれか）が出願締切日の期限内であれば，「到
着扱い」として願書を受け付けます。
出願締切日当日にやむを得ず神田郵便局に出願書類を持ち込む場合は，必ず「簡易書留・速達」扱いで
神田郵便局の窓口に出願締切日である旨を申し出てください。
出願締切日当日の午後3時以降に神田郵便局に出願書類を持ち込んだ場合は，郵便局内の処理の都合上，
「保管」の状態発生日（赤枠内のいずれか）が出願締切日以降となりますが，出願書類の引き渡し時に
交付される「受領証」の期日が出願締切日の期限内であれば「到着扱い」とし，願書を受け付けます。
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